
◎操業区域は最下部参照。

許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

２１０１ 第三十一林丸 19 （一）

２１０２ 第一成進丸 19.7 （一）

２１０３ 第三十二林丸 19 （一）

２１０４ 第二成進丸 19.75 （一）

２１０５ 第十七幸運丸 18 （一）

２１０６ 第十八幸運丸 18 （一）

２１０９ 第八十三惣寶丸 329 （一）

２１１１ 第八十八哲丸 58 （一）

２１１４ 第十八喜代丸 135 （一）

２１１５ 第十一不動丸 80 （一）

２１１７ 第一わかば丸 135 （一）、（四）

２１１８ 第五十三共漁丸 80 （一）

２１１９ 第二十一たいよう丸 135 （四）、（五）

２１２０ 第二十一たいよう丸 135 （一）

２２０３ 第十八開運丸 80 （一）

２２０４ 第五十八天王丸 80 （一）

２２０５ 第八十八天王丸 135 （一）

２２０６ 第八十八惣寶丸 300 （一）、（二）

２２０８ 第二十八野村丸 135 （一）

２３０３ 第十八昭徳丸 135 （一）

２３０９ 第八光洋丸 135 （一）

２４０２ 第八十一共徳丸 80 （一）

２４０３ 第三十一共徳丸 80 （一）

大中型まき網漁業許可船名簿

（平成２４年１月１日現在）

　本件の個別事項に関するお問い合わせ等については、許可番号2000～
5000番台は水産庁資源管理部漁業調整課指定漁業第１班まで、許可番
号8000～9000番台は水産庁資源管理部漁業調整課指定漁業第４班まで
ご連絡下さい。
（漁業調整課指定漁業第１班）
　　電話番号：０３－５５１０－３３０７（直通）
　　ＦＡＸ番号：０３－３５０１－１０１９
（漁業調整課指定漁業第４班）
　　電話番号：０３－６７４４－２３６４（直通）
　　ＦＡＸ番号：０３－３５９１－５８２４



許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

２４０４ 第三十一昭徳丸 135 （一）

２４０５ 第三大洋丸 80 （一）

２４０９ 第三十一源福丸 80 （一）

２４１０ 第十一源福丸 135 （一）

２４１１ 第一源福丸 135 （一）

２４１３ 第三寿和丸 80 （一）、（二）

２４１７ 第一清勝丸 135 （二）

２５０１ 第一大與丸 19 （一）

２５０２ 第二十五長栄丸 39 （一）

２５０４ 第十一福栄丸 80 （一）

２５０５ 第七大濵丸 80 （一）

２５０６ 第七十八新栄丸 80 （一）

２５０８ 第三海栄丸 80 （一）

２５１０ 第一全徳丸 80 （一）

２５１４ 第二十五石田丸 19.98 （一）

２５２６ 第二十一昭徳丸 135 （一）

２５２７ 第十不動丸 80 （一）

２５２８ 浜平丸 135 （一）

２５２９ 第一栄興丸 80 （一）

２５３０ 第三十一石田丸 80 （一）

２５３１ 第二十八光洋丸 135 （一）

２５３２ 第一浦郷丸 80 （一）

２５３３ 第五金比羅丸 80 （一）

２５３６ 北勝丸 300 （一）

２６０１ 第三十一伊東丸 19 （一）

２６０２ 第三十二伊東丸 19 （一）

２６０３ 第一嘉法丸 19 （一）

２６０４ 第二嘉法丸 19 （一）

２６０５ 第一清栄丸 19 （一）

２６０６ 第二清栄丸 19 （一）

２６０７ 第一正福丸 19 （一）

２６０８ 第二正福丸 19 （一）

２６０９ 第二共進丸 19.48 （一）

２６１０ 第一共進丸 19.45 （一）

２６１１ 第一義栄丸 19 （一）

２６１２ 第二義栄丸 19 （一）

２６１４ 第一八幡丸 19 （一）

２６１９ 第二十一きんせい丸 80 （一）

２６２０ 成田不動丸 80 （一）

２６２１ 第二御嶽丸 80 （一）



許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

２６２２ 第十山仙丸 80 （一）

２６２４ 第十八輪島丸 110 （一）

２７０１ 第５８大黒丸 80 （一）

２７０２ 第六十八えひめ丸 80 （一）

２８０３ 第八菊光丸 80 （一）

２８０４ 第八大吉丸 135 （一）

２８０６ 第八大師丸 135 （一）、（二）

２８０７ 第十八大師丸 135 （一）、（二）

２８０８ 浜平丸 135 （二）

２８１０ 第二十一たいよう丸 135 （六）

２８１１ 第七十八金比羅丸 80 （一）

２８１２ 第三十一源福丸 80 （六）

２９５１ 第一清勝丸 135 （一）、（二）

２９５２ 第一祐生丸 19 （一）

３００２ 第八菊光丸 80 （三）

３００３ 第五十八天王丸 80 （三）

３０１２ 第三大洋丸 80 （三）

３０１３ 第六十八えひめ丸 80 （三）

３０１６ 第三十七金比羅丸 80 （一）

３１０３ 第五金比羅丸 80 （三）

３１０４ 第七十八新栄丸 80 （三）

３１０５ 第七十八金比羅丸 80 （三）

３１０６ 第５８大黒丸 80 （三）

３２０１ 第八十八天王丸 135 （四）

３３０２ 第十八輪島丸 110 （四）、（六）

３３０３ 第二十一丸繁丸 135 （一）

３３０５ 第八十八天王丸 135 （六）

３３０７ 第一わかば丸 135 （八）

３３１１ 第三寿和丸 80 （四）

３３１６ 第十八喜代丸 135 （四）

３４０１ 第十八輪島丸 110 （四）＋（五）

３４０２ 第三蛸島丸 110 （四）＋（五）、（六）

３４０５ 第一わかば丸 135 （五）

３７０２ 第二十八光洋丸 135 (四)、（五）、（六）

３７０３ 第五十八天王丸 80 （六）

３７０５ 第八光洋丸 135 (四)、（六）

３７０６ 第一光洋丸 135 （一）、（四）、（六）＋（八）

３７０７ 第一栄興丸 80 （六）

３８０２ 第一浦郷丸 80 （六）



許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

３８０４ 第一わかば丸 135 （六）

３９０３ 第三悠久丸 135 （八）

３９０５ 第三蛸島丸 110 （一）

３９０９ 第八光洋丸 135 (八)

５００３ 第五十三共漁丸 80 （八）

５００４ 第八十八天王丸 135 （八）

５００５ 第八菊光丸 80 （八）

５００６ 第三十一源福丸 80 （八）

５００７ 第八十一昭徳丸 80 （八）

５２０１ 第一栄興丸 80 （七）

５２０５ 第八十一昭徳丸 80 （六）＋（七）

５２０６ 第五十八天王丸 80 （七）

５２０７ 第５８大黒丸 80 （七）

５２０８ 第三十一源福丸 80 （七）

５２１０ 第一源福丸 135 （六）

５２１６ 第一栄興丸 80 （八）

５２１９ 第二十一丸繁丸 135 （八）

５２２０ 第十八昭徳丸 135 （八）

５２２１ 第三十一昭徳丸 135 （八）

５２２２ 第五十八天王丸 135 （八）

５２２７ 第十一源福丸 135 （八）

５２２９ 第八大吉丸 135 （八）

５２３５ 第一源福丸 135 （四）、（五）、（八）

５２３８ 第十八喜代丸 135 （八）

５２３９ 第二十一昭徳丸 135 （八）

５２４０ 第八昭生丸 135 （八）

５２４３ 第六十八えひめ丸 80 （八）

５２４４ 第５８大黒丸 80 （八）

５２４５ 第二十八野村丸 135 （八）

５２５６ 第七十八新栄丸 80 （八）

５２５７ 第七十八金比羅丸 80 （八）

５２６３ 第二十八光洋丸 135 （八）

５３０１ 第三十七金比羅丸 80 （七）

５３０２ 第三十七金比羅丸 80 （三）

５３０３ 第七十八金比羅丸 80 （七）

５４０１ 第五十三共漁丸 80 （七）



許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

５４０３ 第八十八哲丸 58 （七）

８００１ 第五わかば丸 349 （一）＋（九）

８００２ 第一大慶丸 349 （一）＋（九）

８００３ 第六わかば丸 349 （一）＋（九）

８００４ 第七十五はやぶさ丸 349 （一）＋（九）

８００５ 第二はやぶさ丸 349 （一）＋（九）

８００６ 第七はやぶさ丸 349 （一）＋（九）

８００７ 第１２３福一丸 349 （一）＋（九）

８００８ 第三常磐丸 349 （九）

８００９ 第１２８福一丸 349 （一）＋（九）

８０１０ 第１１２福一丸 349 （一）＋（九）

８０１１ 永盛丸 349 （一）＋（九）

８０１２ ふじ丸 760 （九）

８０１３ 第八十五福一丸 349 （九）

８０１４ 第七わかば丸 760 （九）

８０１５ 第二十八常磐丸 349 （一）＋（九）

８０１６ 第八十一源福丸 349 （九）

８０１７ 第八十八光洋丸 349 （九）

８０１８ 第八十三福一丸 760 （九）

８０１９ 第三わかば丸 349 （九）

８０２０ 第七天王丸 349 （九）

８０２１ 第六十三富丸 349 （九）

８０２２ 第七盛秋丸 349 （九）

８０２３ 第十五岬洋丸 349 （九）

８０２４ 第十八松友丸 349 （九）

８０２５ 第三十一音代丸 499 （九）

８０２６ 第八十八宮丸 349 （九）

８０２７ 第二ふじ丸 760 （九）

８０２８ 第十八源福丸 349 （九）

８０２９ 第二恵久丸 349 （九）

８０３０ 第五十七八興丸 349 （九）

８０３１ 第十八常磐丸 349 （九）

８０３２ 第１１８海王丸 349 （九）

８０３３ 第二八興丸 349 （九）

８０３４ 第六十五岬洋丸 349 （九）

８０３５ 第七十八光洋丸 349 （九）

９００１ 第二八興丸 349 （十）

９００２ 第二十八常磐丸 349 （十）



許可番号 船　　　　名 総トン数 操 業 区 域

９００３ 第十八源福丸 349 （十）

９００４ 第二恵久丸 349 （十）

９００５ 第六十三富丸 349 （十）

９００６ 第八十五福一丸 349 （十）

９００７ 第十八松友丸 349 （十）

９００８ 第十五岬洋丸 349 （十）

９００９ 第一大慶丸 349 （十）

９０１０ 第七十八光洋丸 349 （十）

（操業区域）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※ 　操業区域については、漁業法第６３条第１項で準用する同法
第３４条第１項に基づく制限又は条件、並びに指定漁業の許可
及び取締り等に関する省令第１７条の操業制限があります。

太平洋中央海区
　東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一
秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の
東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度
五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以
南の太平洋の海域（南シナ海の海域を除く。）

太平洋中央海区
　東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一
秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の
東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度
五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以
南の太平洋の海域（南シナ海の海域を除く。）

北部日本海海区
　石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線以西の日本海の海域以外
の日本海の海域

中部日本海海区
　石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線と最大高潮時海岸線上兵
庫鳥取両県界正北の線との両線間における海域

九州西部海区
　日本海における東経百二十九度五十九分五十三秒の線、宮
崎県串間市都井岬灯台正南の線、東経百二十七度五十九分五
十三秒の線、北緯二十七度十四秒の線及び最大高潮時海岸線
により囲まれた海域

インド洋海区
　南緯十九度五十九分三十五秒以北（ただし、東経九十五度四
秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域について
は、南緯九度五十九分三十六秒以北）のインド洋の海域

東海黄海海区
　最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本
海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域

南部太平洋海区
　和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線と宮崎県串間市
都井岬灯台正南の線との両線間における海域（漁業法施行令
第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域（以下「瀬戸
内海の海域」という。）を除く。）

中部太平洋海区
　千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と和歌山県東牟婁郡串
本町潮岬灯台正南の線との両線間における海域

北部太平洋海区
　千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と東経百七十九度五十
九分四十三秒の線との両線間における海域（オホーツク海及び
日本海の海域を除く。）

西部日本海海区
　最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線と佐賀県唐津
市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端及び同県対馬
市神埼灯台を経て同市三島灯台に至る線並びに同灯台正北の
線から成る線との両線間における海域（瀬戸内海の海域を除
く。）
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